
 

 

 

 

 

２０１８年度  

関西学院大学ロースクール  

Ｂ日程  

 

 

一般入試（法学既修者） 

特別入試（夜間社会人）  

 

 

 

民 法 問題 
 

 

《 9:30～11:30》 
 

 

 

  ○開始の指示があるまで内容を見てはいけません。  

 

 



 1 

【民  法  問題】  

 

 
次の〔事例１〕から〔事例３〕を読んで、以下の各設問に答えなさい。  

なお、〔事例１〕から〔事例３〕は相互に全く関係ないものとする。  
 

〔事例１〕  
Ｘは、２０１７年７月２０日、Ｙとの間で西宮市内の甲土地を代金２０００

万円で購入する契約（以下「契約①」という。）を締結した。  
契約①によれば、同年８月１日、Ｎ銀行においてＸがＹに対して上記代金全

額を支払い、ａ  同時に、法務局にてＹがＸに対して甲の所有権移転登記手続を

行い、かつ甲土地の引渡しを行う予定であった。ところで、同日、ｂ  Ｘは代金

支払いの準備をしてＮ銀行に赴いたが、他方、Ｙは甲土地の所有権移転登記手

続及び引渡しの準備を全くしていない状況であり、Ｘは、その日はあきらめて

帰宅した。  

 
 

〔設問１〕  
（１） 下線部ｂにおいてＸのした行為を何と言うか、条文上の根拠を示して

答えなさい。  
 
（２） Ｘは契約①の解除をしたいと思っているが、その場合の条文上の根拠

は何か、また、それに従いＸは何をすべきか、説明しなさい。  
 
（３） Ｘが、上記（２）で「すべき」ことをした場合、それだけで解除は有

効となるか説明しなさい。なお、説明の際には下線部ａを考慮にいれること。 
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〔事例２〕  

Ｘは、２０１７年７月２０日、Ｙとの間で西宮市内の甲土地を代金２０００

万円で購入する契約（以下「契約②」という。）を締結した。  
契約②当日、Ｘは、手付として２００万円をＹに交付し、同年８月２０日、

Ｎ銀行において残代金を支払い、同時に、法務局においてＹのＸに対する甲土

地の所有権移転登記手続を行い、かつ甲土地の引渡しを行う予定であった。と

ころで、甲土地は、実はＹの所有物ではなく、Ｚの所有物であったところ、７

月２５日、Ｙは、Ｚから甲土地を買い受けて、直ちにＹ名義の所有権移転登記

手 続 を 済 ま せ た 。 しか し 、 Ｙ は 、Ｘに売却するのは得策でないと考え、７月  
３０日、Ｘとの契約②の解除を決断した。他方、Ｘは予定通り８月２０日に代

金の支払いをするつもりであるが、７月３０日時点で残代金の支払いの準備は

全くしていない。  
 
 

〔設問２〕  
（１） Ｙから契約②を解除する場合、どのような法的根拠が考えられるか、

指摘しなさい。  
 
（２）  Ｘは、Ｙによる契約解除の効力を否定したい場合、Ｙに対してどの

ような反論ができるか、説明しなさい。  
 
（３）  Ｘに対するＹによる契約②の解除は有効か。判例の見解によって説

明しなさい。  
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〔事例３〕  

１２歳のＡは、父親Ｂが酒乱で母親Ｃに対する家庭内暴力も絶えず、家庭

的情愛が欠如するなかで育ち不良化（喫煙・万引き）していたが、Ｂ及びＣ

のもとで養育されていた。Ａは、流行の衣類や小遣い銭欲しさから、近所の

１０歳のＤを脅かして金をまきあげた上、暴行して怪我を負わせた。  
 
 

〔設問３〕  
（１）  下線部に注目して、Ａ自身が不法行為責任を負う場合に必要な要件

は何か、また、判例ではどのようになっているか、答えなさい。  
 
（２）  ＤがＢ及びＣに対する損害賠償請求をする場合に、その法的根拠は

何であり、また、同請求が認められるか、次の２つの場合に分けて説明し

なさい。  
 ①  上記（１）で解答した要件をＡが満たす場合  
 ②  上記（１）で解答した要件をＡが満たさない場合  
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【出題趣旨】  

 

次の〔事例１〕から〔事例３〕を読んで、以下の各設問に答えなさい。なお、〔事

例１〕から〔事例３〕は相互に全く関係ないものとする。  
 
〔出題趣旨〕  
〔設問１〕は、土地の売買契約における履行遅滞による契約解除の手続、および契

約解除と同時履行の抗弁権の関係について、〔設問２〕は、土地の売買契約における売

主からの手付倍額償還による解除と履行の着手の関係について、問うものである。〔設

問３〕は、１２歳の少年に強盗され、暴行・傷害を受けた者（１０歳）の親権者が、

同少年の親権者に対し損害賠償請求をした場合の帰趨について、それぞれ問うもので

ある。  
 

【解説・採点基準】  

 
次の〔事例１〕から〔事例３〕を読んで、以下の各設問に答えなさい。なお、〔事

例１〕から〔事例３〕は相互に全く関係ないものとする。  
〔事例１〕  
Ｘは、２０１７年７月２０日、Ｙとの間で西宮市の甲土地を代金２０００万円で購

入する契約を締結した。  
同契約によれば、同年８月１日、市内Ｎ銀行にてＸがＹに対して上記代金全額を支

払い、同時に、法務局にてＹがＸに対して甲の登記移転手続きを行い、かつ甲土地の

引渡を行う予定であった。ところで、同日、Ｘは代金支払いの準備をしてＮ銀行に赴

いたが、他方、Ｙは甲土地の登記移転・引渡しの準備を全くしていない状況であり、

Ｘは、その日はあきらめて、自宅に引き上げた。  
 
〔設問１〕  
（１） 下線部においてＸのした行為は何と言うか、条文上の根拠を示して答えな

さい。  
（２） Ｘは同契約の解除をしたいと思っているが、その場合の条文上の根拠は何

か、また、それに従いＸは何をすべきか、説明しなさい。  
（３）  上記（１）での解答を踏まえ、Ｘが、上記（２）で「すべき」ことをした

場合、それだけで解除は有効とされるか、説明しなさい。  
 

 
〔設問１〕の〔解説・採点基準〕（以下、合計４０点）  
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（１）について（５点）  

弁済の提供または履行の提供である。条文上の根拠は、その定義に関連するものと

しては、民法４９３条（弁済の提供の方法）である（５点）。なお、民法４９２条（弁

済の提供の効果）を挙げてもいいが、同条は、その効果（債務不履行責任の免責）に

着目した規定である。  

（２）について（１５点）  

Ｘによる契約の解除の根拠として考えられるのは、債務不履行（履行遅滞）であり、

民法５４１条が根拠となる（５点）。〔事例１〕の場合、Ｙは確定期限に債務の履行を

しなかった、つまりＹの債務の確定期限が経過しており、遅滞に陥っている（民法４

１２条１項）（５点）。そこで、Ｙが、遅滞について帰責事由がないことを立証しない

限り、Ｘは、民法５４１条に従い、「相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期

間に履行がないとき」は、契約を解除できる（５点）。  

（３）について (２０点 ) 

〔事例１〕では、Ｘの債務とＹの債務とは、同時履行の関係だから、仮にＹに同時

履行の抗弁権（民法５３３条）があれば、Ｙは履行遅滞とならないから、Ｘとしては、

Ｙの同時履行の抗弁権を消滅させておかないと、契約解除はできない（５点）。ところ

で、〔事例１〕では、Ｘは、履行期である２０１７年８月１日に、一度は、代金支払い

の準備をして履行の提供（民法４９２・４９３条）をしているので、Ｙの同時履行の

抗弁権はいったん消滅する（５点）。しかし、その後に解除する場合、Ｘは、再度の履

行の提供をしないとならないか、であるが、判例（大判昭３・１０・３０など多数）・

通説は、契約解除の場合、再度の履行の提供は不要としている（５点）。よって、Ｘは、

再度の履行の提供をしなくとも、民法５４１条の手続後、それだけで（もっともＹの

履行がなければ、であるが）、解除は有効である（５点）。  

 

〔事例２〕  
Ｘは、２０１７年７月２０日、Ｙとの間で西宮市の甲土地を代金２０００万円で

購入する契約を締結した。  
同契約当日、Ｘは、手付として２００万円をＹに交付し、同年８月２０日、市内

Ｎ銀行にて残代金を支払い、同時に、法務局にてＹのＸに対する甲土地の登記移転

手続を行い、かつ甲土地の引渡しを行う予定であった。ところで、甲土地は、実は

Ｙの所有物ではなく、Ｚの所有物であったが、７月２５日、Ｙは、Ｚから甲土地を

買い受けて、直ちにＹ名義の移転登記を了した。しかし、ＹはＸに売却するのは得

策でないと考え、７月３０日、Ｙは、Ｘとの同契約の解除を決断した。他方、Ｘは、

同契約を解除するつもりは全くなく、予定通り８月２０日、代金の支払いをするつ

もりだが、７月３０日時点で残代金の支払いの準備は全くしていない。  
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〔設問２〕  
（１）Ｙから同契約を解除する場合、どのような法的根拠が考えられるか、指摘

しなさい。  
（２）Ｘは、Ｙによる契約解除の効力を否定したい場合、Ｙに対してどのような

反論ができるか、説明しなさい。なお、Ｘの反論として、損害賠償請求を検

討する必要はない。  
（３）Ｘに対するＹの解除の効力は認められるか、判例の見解によって説明しな

さい。  
 

〔設問２〕の〔解説・採点基準〕（以下、合計２０点）  
（１）について（６点）  
本問におけるＸの手付は「解約手付」と推定され、民法５５７条１項により、Ｙか

らは手付の倍額償還による解除が可能だが、Ｙとしては、この点を主張すべきである

(６点 )。  
（２）について（７点）  
次に、Ｘとしては、同条１項が「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」解

除ができるとするのを根拠に、Ｙが他人物甲の所有者Ｚからの移転登記を了し、同契

約の履行の着手をした以上、解除はできない、と反論できる（７点）。なお、この反論

は、判例（最判昭和４０・１１・２４）の少数意見（横田正俊裁判官）と同様であり、

その根拠は、履行に着手した当事者の相手方は、履行を受けることの期待を有するよ

うになり、不測の損害を被る可能性があるから、である。  
（３）について（７点）  

判例（最判昭和４０・１１・２４、多数意見）によれば、解除しようとしている者

が履行に着手している場合でも、相手方が履行に着手してなければ、相手方に不利益

にならないから、解除はできる、とするものである。本問では、Ｘは、７月３０日時

点で、なお残代金の支払いの準備を全くしていないから、何らの損害を被るものでは

なく、Y からの解除が可能である（７点）。  
 
 
〔事例３〕  
１２歳のＡは、父親Ｂが酒乱で母親Ｃに対する家庭内暴力も絶えず、家庭的情愛が

欠如する中で育ち不良化（喫煙・万引き）していたが、Ｂ・Ｃのもとで養育されてい

た。Ａは、流行の衣類・小遣い銭欲しさから、近所の１０歳のＤを脅かして金をまき

あげた上、暴行して怪我を負わせた。  
 

〔設問３〕  
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（１） 下線部に注目して、Ａ自身が不法行為責任を負う場合必要な要件は何か、

また、判例ではどのようになっているか、答えなさい。  
（２）  Ｄ（ただしＤの親権者が代理人）がＢ・Ｃに対する損害賠償請求をする

場合、その法的根拠は何であり、また、同請求が認められるか、次の２つの

場合に分けて説明しなさい。  
①  上記（１）で解答した要件がＡにある場合  
②  上記（１）で解答した要件がＡにない場合  
 

〔設問３〕の〔解説・採点基準〕（以下、合計４０点）  
（１）について（１６点）  
責任能力（「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」）（民法７１２条）である（８

点）。判例（大判大４・５・１２および大判大６・４・３０）によれば、責任能力が備

わる基準は１２歳前後とされている（８点）。  
（２）について（２４点）  
Ｄは、賠償資力のことを考えて、未成年者であるＡの親権者のＢ・Ｃに対して、民

法７１４条１項（監督義務者の責任）による請求が可能である（６点）。しかし、民法

７１４条１項により監督義務者が責任を負う場合、民法７１２条で、未成年者に責任

能力がないことが前提とされている（６点）。ところで、本問では、判例による以上は、

１２歳のＡに責任能力があるかどうか、不明である。Ａに責任能力がある①の場合は、

民法７１４条１項の「反対解釈」を採る場合、Ｂ・Ｃに監督義務者責任はないことに

なる（６点）。反対に、Ａに責任能力がない②の場合は、民法７１４条１項が適用され

るから、同条１項但書の免責事由が立証されない限り、Ｂ・Ｃに監督義務者責任があ

ることになる（６点）。  
 
 
【講評】  
 問題原案を修正して、用語を挙げさせる問題を入れたり、問題をシンプル化したり

した結果か、全体として出来は悪くはなく、相当数が満点の半分を超えていた。ただ、

例えば〔設問１〕について言えば、そもそも「履行の提供」（弁済の提供）という言葉

が出てこない人もおり、また、履行の提供・同時履行の抗弁権・履行遅滞による契約

解除の関係が十分に整理できていない人も相当見られた。基本的な事項の出題だった

ので、〔設問２〕・〔設問３〕も含めて、自分は出来た人と思われる人も含めて、より一

層、基本的な事項の見直しの勉強が必要、と思われる。  
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